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開示検査に関する基本指針（案） 

Ⅰ 基本的考え方 

１. 開示検査の基本的考え方 

金融商品取引法（以下「金商法」という。）における開示制度とは、有価証

券の発行・流通市場において、投資者が十分に投資判断を行うことができるよ

うな資料を提供するため、有価証券届出書をはじめとする各種開示書類の提出

を有価証券の発行者等に義務付け、これらを公衆縦覧に供することにより、有

価証券の発行者の事業内容、財務内容等を正確、迅速かつ公平に開示し、もっ

て証券市場の機能の十全な発揮と、投資者保護を図ろうとする制度である。 

金商法第 26 条等に基づき実施する開示検査及びこれに付随する事務（以下

「開示検査等」という。）に携わる調査官は、このような制度の趣旨を踏まえ、 

① 正確な企業情報が迅速かつ公平に市場に提供されるようにすること 

② 開示規制の違反行為を適切に抑止すること 

を目的として開示検査等を行わなければならない。有価証券の発行者等に法令

違反等が認められる場合には、その法令違反等の事実関係並びに課徴金納付命

令その他の措置の内閣総理大臣及び金融庁長官への勧告について、証券取引等

監視委員会（以下「証券監視委」という。）に付議する。こうした活動を通じ

て、証券監視委の使命である市場の公正性・透明性の確保と投資者保護の実現

に資するよう努めるものとする。 

２. 調査官の心構え

調査官は、上記開示制度の趣旨と開示検査等の目的を意識しつつ、以下の

心構えを持って業務を遂行するものとする。 

（１）綱紀・品位・秘密の保持 

調査官は、開示検査行政の担い手として、国民の信用・信頼を確保するた

め、常に綱紀・品位の保持に努めるとともに、業務の遂行に当たって知り得

た秘密を漏らしてはならない。 

（２）適正な手続の遵守 

調査官は、報告の徴取及び検査等において、金商法の規定及び課徴金制

度の趣旨を十分に理解した上で、私企業等又は個人に対して法令上の権限

を行使する立場にあることを自覚し、常に適正な手続に基づいてその権限

を行使しなければならない。 

（３）効率的・効果的な事案の解明 
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調査官は、不断に必要な情報の収集・分析に努め、また検査対象先と接

する際には、常に穏健、冷静な態度を保ち、相手方の説明を慎重に聴取す

るとともに、有益な資料を確保すること等、効率的・効果的に事案の実態

を解明するよう努めなければならない。 

（４）自己研鑽と能力の発揮 

調査官は、金融・証券・会計等に係る法令・諸規則等を正しく理解する

とともに、金融・証券市場や会計実務等の動向に広く目を向け、常に自己

研鑽に努めなければならない。また、全ての調査官が、持てる能力を最大

限発揮して業務を遂行するように努めなければならない。 

Ⅱ 開示検査等の実施手続等 

検査対象先に対する報告の徴取及び検査等は、法令に定められた正当な権限

の行使であるが、検査対象先に大きな負担等をもたらすおそれがあり、検査対

象先の理解と協力があってはじめて実施できるものである。このため、手続の

透明性及び検査対象先の予見可能性を高め、調査に当たって検査対象先の協力

を促すことで、より円滑かつ効果的な調査が実施されることをねらいとして、

以下に、開示検査等の実施に際して、その基本となる上場企業に対する標準的

な実施手続等を示す。 

なお、本基本指針で定める実施手続等は、機械的・画一的な運用に陥らない

よう配慮する必要があるとともに、検査の状況等により、主任証券調査官と開

示検査課長との間で協議等のうえ、機動的な対応を行うことを妨げない。 

１. 実施手続 

１－１. 情報収集・分析 

調査官は、有価証券の発行者が提出した各種開示書類、関係政府機関等が

把握した情報、一般投資家等から証券監視委に寄せられた情報や公益通報者

保護法に基づく公益通報を通じて提供された情報等を幅広く収集するとと

もに平素から蓄積し、培ってきた知識や手法等を用いて様々な角度から分析

し、開示検査を実施する必要性について検討する。 

（注）有価証券の発行者より過年度決算の訂正に係る適時開示が行われた場

合や開示書類の訂正報告書が提出された場合等には、必要に応じて、当

該発行者に対してヒアリング等を実施する。 

１－２. 開示検査 

（１）報告又は資料の徴取 

調査官は、有価証券の発行者が提出した又は提出すべき開示書類の記載内
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容等に関する的確な実態把握及びその適切性の検証を行う観点から、当該発

行者その他参考人等の検査対象先に対して、報告又は資料を徴取することが

できる。 

資料等を求めるに当たっては、検査遂行に支障が生じない限り、原則とし

て検査対象先の既存資料等を活用することとし、また、電子媒体による受渡

し又は提出を認めるなど、検査対象先の事務負担に留意する。 

検査対象先の担当者等が、合理的な理由なく資料等の提出を遅延している

と認められる等の場合は、主任証券調査官は、この旨を検査対象先の役員そ

の他の責任者に告げ、改善を求める。 

（２）立入検査

調査官は、有価証券の発行者が提出した又は提出すべき開示書類の記載内

容等に関する的確な実態把握及びその適切性の検証を効果的に行うため、開

示検査課長の承認を得て、当該発行者その他参考人等の検査対象先に対して

立入検査を行うことができる。 

調査官は、立入検査の実施に際しては次の点に留意し、特に慎重に行うも

のとする。 

① 予告 

検査の効率性の観点から、原則として、検査対象先に対して立入開始前

に予告を行う。ただし、実効性のある実態把握の確保の観点から、必要と

認める場合には、無予告で検査を実施することができる。 

② 証票等の提示及び説明事項 

調査官は、立入検査の開始に際しては、検査対象先の役員その他の責任

者に対して、証票及び法令の規定に基づき報告を求める旨の書面を提示す

るとともに、原則として、以下の事項について説明を行うものとする。 

イ．検査の権限、目的及び主な検証範囲 

ロ．検査への協力依頼 

ハ．検査関係情報の適切な情報管理を行うこと 

ニ．必要な提出資料の提示 

ホ．その他必要な事項 

③ 現物検査 

調査官は、検査対象先の役職員が現に業務を行っている事務室、資料保

管場所等に直接赴き、原資料等を適宜抽出・閲覧する必要があると判断し

た場合には、次の点に留意の上、現物検査を行うものとする。 

イ．検査対象先の責任者等１名以上を立ち会わせ、的確かつ迅速に行うと

ともに書類の紛失等の事故がないように留意する。 
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ロ．検査対象先の役職員から私物である旨の申出があった場合であっても、

的確な実態把握のため必要な場合、相手方の了解を得て検査を実施する

よう努める。 

④ その他の留意事項 

イ．検査対象先からの申出による立入検査への第三者立会いについては、

検査の円滑な実施に支障がないと主任証券調査官が判断する場合を除

き、これを認めない。 

ロ．調査官は、的確かつ効率的な実態把握のため必要な場合、資料等の現

物を借り受けることができる。その際、借用書を交付するものとし、借

り受けた資料等については、適切な管理を行うとともに、早期の返却に

努める。 

（３）証拠の収集・保全と的確な事実認定 

① 調査官は、開示検査の過程において、開示書類の重要な事項につき虚偽

の記載等の法令違反が疑われる事項を把握した場合には、必要な証拠の収

集・保全を行った上で、検査対象先にその事項について十分な説明を求め、

その意見又は主張を十分聴取して内容等を整理し、的確な事実認定を行う。

なお、調査官は、検査の必要に応じ、検査対象先の監査人（公認会計士又

は監査法人をいう。以下同じ。）の意見等を聴取する。 

② 検査対象先が、不適正な会計処理等の疑義について、検査対象先と利害

関係のない外部の専門家によって構成される委員会（以下「外部調査委員

会」という。）を設置して調査を実施した場合は、その調査資料や調査結

果等を開示検査の事実認定の基礎とすることができる。ただし、外部調査

委員会の独立性、中立性、専門性及び調査手法の有用性・客観性を十分検

証した上で、これを基礎とすることに合理性が認められた場合に限る。 

③ 法令違反が疑われる事項がある開示書類について訂正報告書等が提出

されていない場合は、訂正報告書等の自発的提出の必要性に関する検査対

象先の意見又は主張を十分聴取する。訂正報告書等が自発的に提出された

場合は、提出に至った経緯や訂正内容の妥当性等を検証する。 

（４）その他の留意事項 

① 証票の携帯及び提示 

調査官は、その身分を示す証票を携帯し、検査を実施するに当たっては

検査対象先に提示しなければならない。 

② 検査対象先の業務等への配慮 
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イ．調査官は、銀行等金融機関、監査人、情報提供者、検査対象先の取引

先等の参考人や公務所等に対して報告又は資料の徴取及び立入検査を

実施するに当たっては、その必要性を十分検討する。 

ロ．検査対象先の役職員等に対し、質問調査を行う場合又は資料等の提出

を求める場合には、検査対象先の就業時間内に行うことを原則とする。 

ハ．調査官は、開示検査による的確かつ効率的な実態把握や検査対象先の

担当者等の事務負担の軽減の観点を考慮し、資料等の提出範囲・方法に

ついて適時・適切な見直しに努める。 

③ 検査対象先からの申入れ等 

主任証券調査官は、検査対象先からの立入検査等に関する申入れ等につ

いて、慎重な取扱いが必要であると判断した場合には、速やかに統括調査

官又は総括証券調査官にその旨を報告し、指示を受けるものとする。 

④ 問題発生時の対応

主任証券調査官は、報告若しくは資料の不提出、虚偽の報告若しくは資

料の提出、検査拒否、検査妨害又は検査忌避に該当するおそれがある行為

が見出された場合には、相手方の説得に努めるとともに事実関係を詳細に

記録した上で、速やかに統括調査官又は総括証券調査官にその旨を報告し、

指示を受けるものとする。 

⑤ 災害発生時等の対応 

主任証券調査官は、災害発生により検査対象先が被災した場合は検査を

中断し、直ちに統括調査官又は総括証券調査官にその旨を報告するととも

に、検査対象先の職員等の生命・身体の安全の確保に配慮し、書類等の滅

失・情報漏洩の防止に努めるものとする。 

⑥ 開示検査の中止 

主任証券調査官は、開示書類の記載内容等に関する適切な実態把握が著

しく困難なときや、災害やシステム障害等の特別な事情により検査の継続

が困難になったときなど、検査全体の効率性を考慮して検査を中止するこ

とができる。 

１－３. 開示検査等の終了 

（１）勧告

開示検査等の結果、開示書類の重要な事項につき虚偽の記載等の法令違反

が認められる場合には、法令違反等の事実関係並びに内閣総理大臣及び金融

庁長官に対して課徴金納付命令その他の措置を行うことを勧告する旨を記

載した勧告書（案）を作成し、証券監視委に付議するものとする。 
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勧告書（案）が証券監視委において議決された場合は、証券監視委事務局

から金融庁に対して勧告書を交付するものとする。 

（２）検査終了通知書の交付 

開示書類の提出者に対して報告の徴取及び検査等を行った場合で、内閣

総理大臣及び金融庁長官に対して勧告を行わない場合は、証券監視委の議

決後速やかに証券監視委名において、検査対象先の責任者に対して検査終

了通知書を交付するものとする。 

（注）開示検査を中止した場合は、検査終了通知書の交付を行わないもの

とする。 

（３）検査結果の公表

証券監視委の事務運営の透明性を確保し、公正な事務執行を図るととも

に、投資者保護に資するため、開示検査の結果、証券監視委が課徴金納付

命令等の勧告を行った事案については、検査終了後、証券監視委のウェブ

サイト上等で勧告の概要等を公表するものとする。 

２. 情報管理 

（１）検査等情報管理上の留意点 

調査官は、開示検査等に関する情報を、行政機関の保有する個人情報の

保護に関する法律等の法令、一般的な行政文書の管理に関する規定等に即

して、適切に管理する。その際、特に、以下の点に配慮する。 

イ．開示検査の実施により知った秘密を漏らしてはならない。 

ロ．開示検査に関する情報は、適正な開示の確保及び開示規制違反の抑止

という目的以外には使用してはならない（ただし、法令上の正当行為に

該当する際の使用を除く。）。 

ハ．とりわけ、検査対象先の秘密事項等に係る情報の取扱いについては、

細心の注意を払う。 

（２）主任文書管理者等による実態把握等 

主任文書管理者等及び主任証券調査官は、調査官が上記の点を含め、適

切に情報を管理しているかを把握し、必要に応じて、適切な措置を講ずる。 

（注）主任文書管理者等とは、金融庁行政文書管理規則で定める主任文書

管理者、文書管理者をいう。 

（３）検査関係情報の取扱い 

主任証券調査官は、立入検査着手時に検査対象先の責任者に対して、検査

関係情報（開示検査中の調査官からの質問、指摘、要請その他調査官と検査

対象先の役職員等とのやりとりの内容及び検査終了通知書をいう。以下同
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じ）には開示検査の端緒や具体的な検査手法に関わる情報、開示検査の過程

で第三者から入手した保秘性の高い情報が含まれていることから、検査関係

情報につき適切な情報管理を行わなければならない旨を説明し、この旨の承

諾を得るものとする。 

３. 関係部局等との連携 

（１）金融庁及び財務局（福岡財務支局及び沖縄総合事務局を含む。）との間に

おいて、有価証券の発行者による適切な開示を確保する観点から、適切な

連携を図るものとする。 

（２）公認会計士・監査審査会事務局との間において、公認会計士・監査審査

会、証券監視委のそれぞれの独立性を尊重しつつ、適切な連携を図るもの

とする。 

（３）金融商品取引所との間において、市場の公正性及び透明性を確保する観

点から、適切な連携を図るものとする。 

Ⅲ その他 

１. 金商法上の関連規定 

金商法第 27 条の 22 第 1 項に基づく公開買付者等に対する報告・資料の徴取

及び検査、同法第 27 条の 22 の 2 第 2 項により準用される同法第 27 条の 22

第 1 項に基づく公開買付者等に対する報告・資料の徴取及び検査、同条第 2

項に基づく意見表明報告書の提出者等に対する報告・資料の徴取及び検査、同

法第 27 条の 30 第 1 項に基づく大量保有報告書の提出者等に対する報告・資料

の徴取及び検査、同条第 2項に基づく大量保有報告書に係る株券等の発行者で

ある会社等に対する報告・資料の徴取、同法第 27 条の 35 に基づく特定情報の

提供者等に対する報告・資料の徴取及び検査、同法第 177 条に基づく調査（金

融商品取引法等の一部を改正する法律（平成 24 年法律第 86 号）の施行後）並

びに金商法第 193 条の 2第 6項に基づく監査人に対する報告・資料の徴取に当

たっては、本指針に示された基本的な考え方を踏まえつつ、事案の実態に即し

て検査を実施するものとする。 

２. 施行日 

  本基本指針は、平成 25 年○月○日から施行する。 


